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A ．産棄競争力

の強化

関係

府省等
如応状況 主な成果 課題 これか らの取 り組み

ハ．規制改革

○農協改革 農林水産省 （事項／施策のうち，1点日 ・農協組織に対する独占禁 ・農協組織が農業分野にお
・本年度未を目途に抜本的公正取引委 「本年度未を目途に抜本的 止法の適用除外に関する制 ける公正な競争を阻害する
な改革の方向を取りまとめ員会 な改革の方向を取りまと 度について検証し，公正な ものとなっていないか検証
・独占禁止法の適用除外の め」については，農林水産 競争を阻害する問題があれ し，その結果を踏まえ，平
問題について検討 省が担当。） ば，その解消を図る。 成15年度中に基本的方向に

ついて結論を得る。
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A ．産 業競 争 力

の強化

関係

府 省等
対応 状況 主 な成 果 課題 これ か らの取 り組み

ハ ．規制 改革

（科学技術・ベンチャー）
○　 商法改正により，ス
トックオプション制度につ
いて，付与対象事業者の拡
大，付与上限の撤廃，決議
事項の簡素化等の弾力化を
行う。

法務省 1 3年1 1月2 1日に 「商
法等の一部を改正する法
律」が成立し，1 4年4月
1 日から施行された。

（司法制度・経済法制）
○　 会社法制の整備のた
め，商法改正法案 （株主総
会のt T化，ストックオプ
ション制度改善）を提出す
る。

法務省 1 3年1 1月2 1日に 「商
法等の一部を改正する法
律」が成立し，1 4年4 月
1 日から施行された。

（司法制度・経済法制）
○　 会社法制の抜本的見直
しのため，商法改正法案
（会社の機関，計算，株式

等）を提出する。

法務省 14年5月22日に「商法等の

一部を改正する法律」が成立
し．15年4月1日から施行され
る。
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（司法制度 ・種済法制）
○　 平成 1 5年の通常国会
までに民事執行手続関連法
の改正法案を提出する。

（規制改革 （都市再生））
○　 抵当権を中心とした担
保法制及びその実行として
の執行手続等に関する法制
について，現行短期賃貸借
制度の廃止を基本とした検
討を含めた見直し関係法案
を国会に提出。

法務省 「担保物権及び民事執行制
度の改善のための民法等の

一部を改正する法律案」を
第1 5 6 回国会に提出。

ホ ． そ の 他 の 制

度 改 革

（不良債権処理） 法務省 1 4 年 1 2 月6 日に 「会社 ・破産法の見直し。 平成15年末までに所要の法
（司法制度 ・経済法制） 更生法」が成立し，1 5 年 律案を由会に提出する予

○　 平成 1 4 年秋の臨時国
会に会社更生法の改正法案
（倒産実体法部分を除く）

を提出する。
○　 関係府省の協力を得る
ことにより，当初の予定を
繰り上げ，平成1 5 年中を
目途に破産法，会社更生法
及び民事再生法の改正法案
（倒産実体法部分等 （罰則に
係る改正法案を含む。日を
提出する。

4 月1 日から施行する。 定。

（科学技術 ・ベンチャー）
○　 商法改正により，ス
トックオプション制度につ
いて，付与対象事業者の拡
大，付与上限の撤廃，決議
事項の簡素化等の弾力化を
行う。

法務省 1 3 年 1 1 月2 1 日に 「商
法等の一部を改正する法
律」が成立し，1 4年4 月
1 日から施行された。
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（司法制度 ・準済法制）
○　 会社法制の整備のた
め，商法改正法案 （株主総
会の I T 化，ス トックオプ
ション制度改善）を提出す
る。

法務省 1 3 年 1 1 月 2 1 日に 「商
法等の一部を改正する法
律」が成立し， 1 4 年 4 月

1 日から施行された。

！
〕

（l T ） 法務省 平成 1 4 年 7 月 1 9 日に， ・ 共同住宅における高 ・ 措置済み
○　 既存集合住宅に関する 総務省 国土交通省が，新築及び既 速 ・超高速インターネット
l T 化工事の実態を踏ま 国土交通省 存の共同住宅を対象とした アクセスの円滑化に資する
え，区分所有法の解釈を提

示するほか，新築集合住宅
に関する I T 化標準を策定
する。

経済産業省 「インターネットアクセス
円滑化に向けた共同住宅の
情報化標準」， 「既存共同
住宅のインターネット接続
環境の整備に係る合意形成

マニュアル」及び 「既存共
同住宅のインターネット接
続環境の整備に係る技術指
針」を公表した。法務省と
しても，共同住宅情報化標
準策定調査委員会に参加
し， 「既存共同住宅のイン
ターネット接続環境の整備
に係る合意形成マニュア
ル」の策定等に対する協力
を行った。

ことが見込まれる。

（l T ） 法務省 輸出入 ・港湾関連手続のシ

船会社、船舶代理店等、民

シングルウィンドウ化の円 ①第156回国会会期末
港湾におけるワンス トップ 財務省 ングルウィンドウ化につい 滑な導入に向け、関連シス 関連システム間の接続試験
サービス （N A C C S 等の 厚生労働省 ては、平成15年 7 月中の運 テム間の接続試験を入念に を実施予定。

②平成15年末
システムの連携によるシン
グルウィンドウ化）のた

農林水産省
経済産業省

用開始を目標に関係府省と
連携、協力しつつ、鋭意シ

行う必要がある。

システムについて、より一

め，システム開発，関連シ

ステムの整備等 （2003年度
実現を目標）の推進を図

国土交通省 ステム開発作業中。

平成14年10月から11月にか

平成15年 7 月中 （目標）の
運用開始後、その成果等の
評価を行う予定。

③それ以降
る。 けて、全国6 箇所で、船会 層の理解を得え、多くの方

社、船舶代理店等利用者へ 間事業者に対しシステムの こ利用してもらうために、
の関係府省合同による説明 概要についての理解を深め 具体的な利用方法等の説明 上記評価等を踏まえつつ、
会を実施した。 運用開始時における利用拡

大の素地を形成 した。
会を実施する必要がある。 見直しが必要なものについ

ては、適宜、措置 していく
予定。
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（司法制度・経済法制）
○　 会社法制の抜本的見直
しのため，商法改正法案
（会社の機関，計算，株式

等）を提出する。

法務省 14年5月22 日に「商法等の

一部を改正する法律」が成立
し．15年4月1日から施行され
る。

（司法制度・経済法制）
○　 平成1 5年の通常国会
までに民事執行手続関連法
の改正法案を提出する。

（規制改革 （都市再生））
○　 抵当権を中心とした担
保法制及びその実行として
の執行手続等に関する法制
について，現行短期賃貸借
制度の廃止を基本とした検
討を含めた見直し関係法案
を国会に提出。

法務省 「担保物権及び民事執行制
度の改善のための民法等の

一部を改正する法律案」を
第1 5 6 回国会に提出。
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●　　　　　　　　　　　●

A ．産 業競争 力

の強 化

関係

府 省等
対応状 況 主な成 果 課 題 これ か らの取 り組 み

ハ ．規 制改 革

（3）経営力戦時 経済産業省株式会社および有限会社に 新事業創出促進法の一部改
（起業の促進・廃業におけ 係る最低資本金の制限の特 正は、平成1 5年2月1日
る障害の除去）
最低資本金制度の特例の創
設

例を定める新事業創出促進
法の一部改正の成立 （経済
産業省所管・1 5 5 回臨時
国会）

より施行。

（3）経営力戦略
（起業の促進・廃業におけ
る障害の除去）
会社設立・事業再編手続の
特例の創設

経済産業省会社設立・事業再編の迅速
化・円滑化のための商法等
の特例を定める産業活力再
生特別措置法の一部改正法
律案の本通常国会への提出
（経済産業省所管・1 5 6

回通常国会）

ホ．そ の他 の制度 改革

（1）人間力戦略 法務省 ・ 共用部分の変更につい ・既存マンションへの光フアイ・措置済み
（挑戦者支援） て，その形状又は効用の著 バーの敷設工事等を，共用部

総務省、厚生労働省、経済 しい変更を伴うものに限 分の形状又は効用の著しい変
産窯省、国土交通省は連携 リ，4分の3以上の特別多 更を伴わない方法によって実
して、平成14年度から、情 数決議を必要とすること等 施することにより，費用の多寡
報通信環境の高度化、地域 を改正内容とする 「建物の にかかわらず，過半数の賛成
コミュニティ形成、ピジネ 区分所有等に関する法律及 で実施できることになり，光
ス環境整備、就業条件の確 びマンションの建替えの円 ファイバーの敷設工事が円滑
保等を通じて、テレワー 滑化等に関する法律の一部 に実施されることが見込まれ
ク・S O H O など多様な働
き方を支援する。

を改正する法律」 （平成1
4年法律第1 4 0 号，平成
1 4 年1 2 月1 1 日公布）
が成立し，平成1 5年6月
上旬までに施行される予
定。

る。
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●　　　　　　　　　　　●

（2）技術力戦略 ‘ 法務省 法務省としては，民事基本 法務省としては，今後も，
（知的財産権の保護 ・活 文化庁 法を所管する立場から，文 著作権法や不正競争防止法

用）我が国の国際競争力を経済産業省 化庁が所管する著作権法及 等の知財法の見直し作業に

強化し，経済を活性化して

いくために，知的財産戦略
会議が取りまとめる知的財
産戦略大綱に基づき，平成

1 7年度までに，関係府省
は，迅速かつ的確な特許審
査や司法制度のあり方，知
的財産の創造 ・流通 ・活用
の促進，知的財産権侵害品
に対する国境措置の強化等
の課題について，集中的 ・
計画的に取り組む。

び経済産業省が所管する不

正競争防止法の損害賠償制
度の見直し等の作業に，必
要に応じて，協力を行って
きた。

協力を行っていく。

（2 ）技術力戦略 法務省 知的財産に係る紛争処理 今後も日本弁護士連合会 ①から（診それぞれの時期
（知的財産権の保護 ・活 手段の選択肢を幅広く提供 に情報を提供する。 において，政府の取組み

用）　 我が国の国際競争力 する観点から，裁判外紛争 等，裁判外紛争処理 （A D
を強化し，経済を活性化し 処理 （A D R ）機関の機能 R ）機関の機能強化 ・活性
ていくために，知的財産戦 強化 ・活性化等につき，日 化等の観点から，有為な情
略会議が取りまとめる知的
財産戦略大綱に基づき，平
成 1 7年度までに，関係府
省は，迅速かつ的確な特許
審査や司法制度のあり方，
知的財産の創造 ・流通 ・活
用の促進，知的財産権侵害
晶に対する国境措置の強化
等の課題について，集中
的 ・計画的に取り組む。

本弁護士連合会に対し，適
宜，情報提供中である。

報の提供を行う。

（2）技術力戦略 法務省 ・特許権等に関する訴訟の ・東京地方裁判所及び大阪
（知的財産権の保護 ・活 第 1書の管轄を東京地方裁 地方裁判所並びに東京高等

用）
知的財産権の保護 ・活用

判所及び大阪地方裁判所 裁判所の専門部を実質的に
に，控訴審の管轄を東京高 「特許裁判所」として機能

知的財産戦略大綱に基づ
き，特許権等に関する訴え

の管轄を集中させるなど迅
速かつ的確な司法制度の在
り方について集中的 ・計画
的に取り組む。

等裁判所の管轄に専属化す
るための法律案を今通常国
会に提出

させることができる。
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（2 ）技術力戦略 法務省 法制審議会倒産法部会にお ・破産法の見直し。 平成15年末までに所要の法
（知的財産権の保護 ・活

用）
ライセンサーが倒産した場
合に対抗要件を備えたライ
センシーを保護する。

いて検討中。 律案を国会に提出する予
定。

（3 ）経営力戦略 法務省 会社更生法は措置済。 会社更生法は4 月施行予 ・破産法の見直し。 平成15年末までに所要の法
（企業 ・産業の再編，経営

のあり方）
平成 1 5 年中に破産法，平
成 1 4 年中に会社更生法等

の倒産法制を見直す。

定。 律案を国会に提出する予
定。

・・・関係府省は連携 し 法務省 輸出入 ・港湾関連手続のシ ー船会社、船舶代理店等、民 シングルウィンドウ化の円 ①第156回国会会期末
て、平成 1 5 年度のできる 財務省 ングルウィンドウ化につい 間事業者に対．しシステムの 滑な導入に向け、関連シス 関連システム間の接続試験
限り早期に輸出入 ・港湾関 厚生労働省 ては、平成15年 7 月中の運 概要についての理解を深め テム間の接続試験を入念に を実施予定。

②平成15年末
連手続きのワンス トップ 農林水産省 用開始を目標に関係府省と 運用開始時における利用拡 行う必要がある。

システムについて、より一
層の理解を得え、多くの方
に利用してもらうために、

サービス （シングルウイン経済産業省 連携、協力しつつ、鋭意シ 大の素地を形成した。
ドゥ化）を実現する。 国土交通省 ステム開発作業中。

平成14年10月から11月にか
けて、全国6 箇所で、船会
社、船舶代理店等利用者へ

平成15年 7 月中 （目標）の
運用開始後、その成果等の
検証を行う予定。

③それ以降
の関係府省合同による説明 具体的な利用方法等の説明 上記検証等を踏まえつつ、
会を実施した。 会を実施する必要がある。 見直しが必要なものについ

ては、適宜、措置していく
予定。
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関係府省は，海外の高度人
材を活用する観点から，戦
略的分野の技術者の入国，
就労，勉学，研修，居住等
に係る環境を改善する。

法務省 平成13年12月より，技術の
在留資格について，法務省
告示で定める内外の情報処
理に関する試験の合格者等
について学歴・経験要件を
問わないこととする特例措
置を講じているところ，経
済産業省が推進している情
報処理技術者資格の国際標
準化施策により，我が国の
情報処理技術者試験と相互
認証された情報処理技術に
関するフィリピン及びベト
ナムの試験について，関係
省庁と協議し，また，本年
2月から3月にかけてパブ
リック・コメントを実施す
るなど，法務省告示への追
加に係る検討作業を実施し
ているところである。

国人情報処理技術者の受
入れ促進という政府の「e
－J apan重点計画」を
踏まえ，入国要件緩和措置
の作業が進展している。

パブリック・コメントの結
果等を踏まえ，フィリピン
及びベトナムの試験につい
て，告示への追加の適否の
検討。

第156回国会会期末
フィリピン及びベトナムの
試験について，検討の結果
適当と認められる場合は，
平成15年4月中を目途に告
示に追加する予定。
②平成15年末
引き続き経済産業省が行っ
ている相互認証の進展を踏
まえ，新たに相互認証され
た資格等のうち適当と認め
られるものについて告示へ
の追加を検討する予定。
③それ以降
②に同じ。

夏季休暇期間等を利用して
本邦企業での実習活動（イ
ンターンシップ）を行う外
国人学生の入国に際して
は，原則として，その実習
活動により当該学生の在籍
する大学の単位が取得でき
ることを前提としてしてい
るところ，当該活動を行お
うとしている外国人学生の
受入れを促進するために現
行の規制を緩和するべく，
告示の改正等を検討中。

本措置により外国人学生を
円滑かつ適正に受け入れる
ための方策の検討。

第156回国会会期末
課題の検討
②平成15年末
課題の検討を踏まえ，告示
の改正案の検討
③それ以降
②の検討を踏まえ，必要な
措置を講ずる。
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A ． 産 窯 競 争 力

の強 化

関 係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

ホ ． そ の 他 の 制 度 改 革

（2）技術力戦略 外務省 平成1 4年 1 2月国際知的 日中双方のマスコミにより 中国等において我が国の知 今後も引き続きこれらの取
（知的財産の保護 ・活用） 財産フォーラムとの官民合 報道されたことにより、両 的財産権を侵害する物品が 組を積極的に展開。
我が国の国際競争力を強化 同訪中団に外務省より経済 国において、中国における 多く製造され、流通してい

る。し、経済を活性化していく 局参事官他が参加。中国中 知的財産権制度の運用改善
ために、知的財産戦略会議 央政府及び地方政府に対 及び同問題に対する我が国
が取りまとめる知的財産戦 し、知的財産政策及びエン による重視の姿勢を広く周
略大綱に基づき、平成17年
度までに、関係府省は、迅
速かつ的確な特許審査や司
法制度のあり方、．知的財産
の創造 ・流通 ・活用の促
進、知的財産権侵害品に対
する国境措置の強化等の課
題について、集中的 ・計画
的に取り組む。

フォースメントに関する要
請等を行った。

知することが出来た。

（4）産業発掘戦略 （旅券関連手続のオンライン ・申請者側については、出 ・手続きの簡素化、事務の ①一部都道府県において、
（技術革新が拓く2 1世紀 化） 頭回数の軽減に伴う時間や 合理化等運用に向けて柔軟 電子自治体推進パイロット
の新たな需要） ・業務フローの調査研究結 交通費負担等の抑制及び公 に対応する必要がある。 事業等と連携の上、平成1
総務省、関係府省は、情報 栗を基に、一部都道府県に 的個人認証サービスを利用 5年2 月に実証実験を実施
開示の推進等を含め電子政 おいて、電子自治体推進パ することによる住民票の提 し、報告書を3月に作成。
府・電子自治体を推進し、 イロット事業等と連携の 出の省略などが期待でき ②平成1 5 年末までに最終
原則すべての国民との間の 上、実証実験を実施。 る。官側については、業務 的な実証実験を行う。
手続の電子化を平成1 5年 を平準化させるなどの効果 ③平成1 6年第 1四半期
度中に実施する。また、関
係府省は、 I T S 、G I S
の本格的普及、医療や防災
等の公共分野における I T
化加速、電子商取引等を推
進するとともに、電子入札
を積極的に進める。

が期待できる。 に、本格運用システムを調
達し一部都道府県において
運用を開始する予定。以
降、都道府県における各種
l T 基盤の整備状況によ
り、順次、都道府県におい
て運用を開始する予定。
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（4）産業発掘戦略
（観光産業の活性化・休暇
の長期連続化）
国土交通省は、関係府省と
協力して、平成14年度か
ら、外国人旅行者の訪日を
促進するグローバル観光戦
略を構築し、個性ある日本
の文化、自然環境などの国
際PRや、地域の特性、創
意工夫を活かした観光地づ
くりを推進する。

外務省 訪日観光客の増加は、対日理
解の促進のみならず、産業、雇
用の観点からも重要であり、こ
れまでも、外務省は、国土交通
省等関係各方面と協力を図りつ
つ、在外公館国際交流基金等を
通じて、我が国の文化伝統や豊
かな観光資源を紹介する様々な
活動を積極的に行ってきてい
る。その具体的手段は、以下の
とおり。
1．広報資料
・印刷物資料（我が国の文
化・観光等を紹介）の配布
・視聴覚資料（広報映画・ビ
デオ（現代日本の素顔を紹介す
る「ジャパン・ビデオ・トピッ
クスJ（毎月制作）等））を各
国語版にて制作し、現地TV局
にも提供。
2．ホームページ
J用（JapanInformaHon
Network）ホームページにて我
が国の一般事情を紹介。
・Virtual Museum（伝統文化紹

介）
・Japan AtIas（各地方の特色
を紹介）
外務省英語版ホームページ

・「VisitingJapan Links」

（日本入国についての実用ガイ
ドリンク集）
3．政府広報ビデオ
・アジア太平洋諸国向け政府広
報ビデオ（東京への観光誘致を
内容とする）を制作
また、本年度はワールドカッ

プ・サッカー大会の開催に際し
て、在外公館においても、W杯
開催地紹介パンフレットを頒布
する等、本邦への観光客誘致及
び情報提供に努めた。

う在外公館と日本国内の観
光関連機関（国際観光振興
会（J NTO）、地方自治
体等）との協力をいっそう
推進し、海外における我が
国についてのPR活動を効
果的に取り進める。

第156回国会会期末
アジア太平洋諸国向け政

府広報番組（東京への観光
誘致を内容とする）の放映
・日本を紹介する教育広報
用資料集の作成（CD－ROM
等）
・rTokyo Past and

Presentj（東京の魅力を多
面的に紹介した観光誘致関
連コンテンツ）
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（6）グローバル戦略
（グローバルに開かれた市

場の構築）
関係府省は、FTAなど経
済連携を推進・強化するこ
ととし、これに必要な課題
の克服に取り組む。

外務省 ・日・シンがポール新時代経済
連携協定については、関連
政省令の整備等所要の手続
を経て昨年11月末に発効。

・日・シンがポール新時代経済
連携協定に定められた貿
易、投資、サービス等の分
野における自由化、円滑化
等の措置が実施されてい
る。

・日・シげポール新時代経済連
携協定を引き続き着実に実
施すること。

・日・シンがポール新時代経済連
携協定については、協定で
定められた委員会を順次開
催し、二国間の更なる連携
強化に努める。

・メキシコとは、昨年11月に第1
回、本年2月に第2回政府間
交渉を実施。

・韓国とは、産官学からなる日
韓FTA共同研究会を設置して
おり、昨年7月に第1回、同10
月に第2回、同12月に第3回、
本年2月に第4回会合を開催。

・現在進められている各
国・地域との交渉・協議を
更に進展させること。

政策目標A・外務省・基本方針2002（経済活性化戦略）

・メキシコとの交渉について
は、本年11月を目標に実質
的に交渉を終了するよう最
大限の努力を払って進め
る。

・日韓FTA共同研究会は、早
期に成果を得たい（報告書を
作成）考え。
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・アセアンとは、昨年11月に日
ASEAN包括的経済連携構想
に関する首脳達の共同宣言が
出され、日本とASEAN諸国と
の間で二国間経済連携を築く
取組を進めること、日本と
ASEAN全体との経済連携を実
施するための枠組みを検討、
起草する委員会を設置するこ
と等が合意された。
・タイとは、昨年9月に第1回、同
11月に第2回、本年1月に第3
回作業部会を開催。
ウイリピンとは、昨年9月に第1
回、同11月に第2回作業部会
を開催し、同12月の日フィリピン
首脳会談後には両国の経済
連携に関する共同声明を発
出。本年2月に第3回作業部会
を開催。
・マレーシアとは、マハティール首相よ
りの提案を受け、近く事務レベ
ルでの作業部会を設置し、協
議に入ることで一致している。
・ASEAN全体との取組につい
ては、本年3月、ASEAN全体と
の経済連携を実現するための
枠組みを検討、起草する委員
会の第1回会合を開催。

・豪州とは、昨年5月の日豪首
脳会談において、両国のより
深い経済的なつながりのため
のあらゆる選択肢を探求する
協議の開始に合意し、昨年9
月に第1回、同11月に第2回、
本年3月に第3回課長級会合を
開催（予定稿）。

・日アセアン間で、FTAの要素を
含む連携実現に向けた措置の
実施を」10年以内のできるだ
け早期に完了するよう関係諸
国と連携して取り組む。
・アセアン諸国との二国間経済連
携の確立に向け、スピード感
をもって取り組む。
・アセアン全体とは、委員会で枠
組みを検討・起草し、本年の首
脳会議に提出する予定。

・日豪経済協議については、こ
れまでの課長級会合を踏ま
え、本年6月を目途に次官級
会合を開催し、首脳に報告す
べき今後の方針に合意するよ
う努力する。
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（6 ）グローバル戦略 外務省 平成 1 5 年度の開始を目途 省令 ・告示案の最終的な作 ①省令 ・告示の作成及び広
関係府省は、各種障壁を撤 としているところ、実施の 業を行なう。また、申請の 報。
廃し、制度の共通化 ・統一 ための省令及び告示を作成 ための説明会を行う。 ②制度を実施し、A B T C
化を進めた 「東アジア自由 中である。なお、1月から2 を交付する。また、外国人
ビジネス圏」の創設に向 月の間パブリック ・コメン のA B T C 所持者の円滑 ・
け、平成 1 4 年度から環境
整備を行う。
（A P E C ビジネス ・トラ
ベル ・カー ド （A B T C ）
の実施）

トを行った。 適正な受入を行う。
（診制度の問題点等があれば
改善しつつ、制度の安定的
な実施を継続する。

グローバルに開かれた市場 外務省 当省としては国際社会の中で、 例えば、平成 1 4 年には日 海外において日本の一般事 これまでの広報事業に加
の構築 良好かつ深い対日認識を醸成す 韓でのワール ドカップサッ 情を紹介する広報活動の展 え、今後以下の具体的活動
・関係府省庁は協力し ることを目的として、広く外国 カー大会の共催もあり、我 閲に当たっては、イ観光誘 を行う予定。
て、平成 1 4 年度世界で活 に対して日本の事情を紹介して

いる。その具体的手段は以下の
とおり。
1．在外公館において、講演、ス
ピーチ活動、TVラジオ出演、シン

が国の対韓国広報活動は大 致」とのタイアップを念頭 ①第156回国会会期末
躍する日本製晶や日本人、 きな成果を上げ、各種世論 に置くこととする。これ ・海外における情報発信の
個性のある日本の自然環境 調査結果にも反映されてい は、外国における我が国へ 拡充のため、広報文化セン
や文化をアピールするグ るとおり、韓国において対 の関心の増大を、我が国へ ター （現在3 0 ヶ所）の増
ローバル戦略を構築する。 ポジウム・セミナーの開催、ホー 日親近感を抱く層の拡充に の観光客増加に結びつけ、 設 （平成 1 5 年度において
在外公館の活用や国際 P ムページの開設等各種広報活動を つながった。 国内産業活性化の起爆剤と 4 カ所予定）
R 、わかりやすい標識や情 行っている。更に、世界3 0 カ国

に広報文化センターを設置し、国
際P R活動の拠点として運営して

することを企図したもので ・アジア太平洋諸国向け政
報拠点の整備等を推進す ある。 府広報ビデオ （東京への観
る。 いる。

2．外国の対日政策の企画立案に
関与し得る有識者・政府関係者、
外国のT V チーム （日本紹介番組
の作成）、報道関係者を日本に招
待し、日本の実状を紹介してい
る。また、我が国の様々な分野に
おける専門家や学者などを派遣
し、講演会等を実施することによ
り、我が国の実状を紹介してい
る。
3．個性のある日本の自然環境を
はじめとする様々な特集を持つ
「にっぽにあ」を含め、多種にわ
たる印刷物、ビデオの広報資料を
配付している。
4．情報発信の拠点として、白本
の社会、経済、文化、歴史等の一
般事情を包括的に紹介する英語版
ホームページ、外務省ホームペー
ジを開設している。
5． 国際放送を利用し、アジア太
平洋諸国向け政府広報番組の放映
を行っている。

光誘致を内容）を放映する
予定
（診平成15年末

・外務省ホームページ及び
Japan In form ation N etw ork
（J川ホームページ）のコンテ
ンツの拡充、在外公館ホー
ムページの増設 （平成 1 5
年度において 1 0 公館予
定）。
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関係府省は、・．引き続き、
電子商取引、知的財産保
護や標準化、競争政策や
投資にかかるルール作り
等、国際的ルール作りへ
積極的な貢献を行う。

外務省 平 15年2月に東京でWTO
の非公式閣僚会合を主催。 TO新ラウンド交渉の進展に貢

献。

・今後とも、更なる貿易の自由
化とWTOルールの強化、投
資・競争等の新しい分野の規
律作りを目指して、WTOにお
ける議論を進めていく。特に、
新ラウンド交渉をうまく進める
ためには、途上国を取り込む
ことが必要不可欠であり、今後
とも、技術協力に取り組んでい
く。

また、各種閣僚会合に参加し
て、閣僚間の率直な意見交換
を図ることで、我が国利益の
実現を図る。
・投資、競争に関しては来年9
月の第5回閣僚会議において
ルールの策定の交渉を開始す
ることを目指して、今後とも議
論を進めていく。知的財産権、
電子商取引については上記の
場における議論に今後も積極
的に参画。
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